
 

第２回 
都市部の高齢化対策に関する検討会 

平成 25 年 6 月 13 日 
参考資料 

平成 25 年 6 月 産業競争力会議「成長戦略(案)」抜粋 

④都市の競争力の向上 

外国企業が我が国にアジアの拠点を置くインセンティブとなるよう、都市の多 

様性を確保し、老朽化した建築物等を更新すること等により都市環境や生活環境 

の向上、良好な治安の確保、防災力の向上等を通じて、都市の国際競争力を高め 

ることが重要である。大都市の国際競争力を高めるため、先行的に「国家戦略特 

区」を活用して大胆な規制改革等を実施するとともに、大都市全体として取り組 

むべき外国人の生活機能のサポートやシティセールス等を推進する。 

 

○「国家戦略特区」の活用等による国際都市に向けた環境整備 

・「国家戦略特区」においては、大都市におけるオフィスや住宅などの 

多様なニーズに応じて容積率や土地の用途など都市開発に関わる規 

制について柔軟に対応するとともに、統合推進本部により関係者間の 

調整を円滑化することにより迅速な対応を促進する。 

・国際的な企業活動に関わる一定の地域において、海外からの優れた人 

材が快適に生活できるよう外国人向け医療施設や教育機関の充実な 

どの環境整備を促進する。 

 

○都市・住環境の向上 

・透明性・客観性の高い不動産市場を実現するため、各種の不動産情報 

やその提供体制の整備、国際基準を踏まえた不動産の評価基準の整備 

（来年度中）等を行うとともに、フロー拡大からストック充実に向け 

て質の高い多様な住宅ストックの形成を図るため、既存住宅のインス 

ペクション（検査）や長期優良住宅化のための基準等の整備（今年度 

中）、既存住宅の建物評価に係る指針策定（今年度中）等を行うこと 

により、居住面の環境整備を促進する。 

 

地方都市においても、街なかへの集約化による都市構造の再構築を行い、人口 

が減少する中でも住宅・医療・福祉等の機能を街なかに誘導し、都市の活力の維 

持・向上を図る。 

 

○コンパクトシティの実現 

・本年中に都市再構築戦略を策定し、地方都市におけるコンパクトシテ 

ィの実現に向けて、支援措置や土地利用制度との組合せによる民間を 

活用した住居や生活機能の街なかへの誘導、空き地の集約化、空きビ 

ル等の活用推進のための制度構築や市役所、学校跡地等の公的不動産 

の有効活用の推進など民間主導による「身の丈に合った再整備」、来 

訪型の都市型産業の立地を促進することにより、都市構造のリノベー 

ションを推進する。 

・空き店舗の流動化を促す新たな仕組み等による投資や起業の喚起、合 



                           

併市も含む小規模な都市等での取組等を通じ、民間投資の喚起を軸と 

する中心市街地活性化を図る。 

  



                           

③ 病気やけがをしても、良質な医療・介護へのアクセスにより、早く社会に復帰 

できる社会 

 

Ⅰ)  社会像と現状の問題点 

自宅にいても円滑に必要な医療・介護サービスが利用でき、リハビリ等によっ 

て施設から早期に社会復帰できるケアサイクルの構築を目指す。特に、高齢者の 

増加に伴い、こうした復帰支援、在宅支援への潜在的な需要は更に高まる。 

 

しかし、現状では、 

ⅰ）特に単身の高齢者が安心して必要な医療・介護サービスを受けながら生活 

できる環境整備が不十分である、 

ⅱ）現在の介護支援機器は、潜在ニーズはあるものの、高価・大型で使いにく 

い等の理由により普及が進まない、 

といった課題があり、社会のニーズに応えられていない状態にある。 

 

Ⅱ)  解決の方向性と戦略分野（市場・産業）及び当面の主要施策 

健康増進・予防や生活支援に関する市場・産業を創出する（前述）ことに加 

え、医療・介護提供体制の強化、高齢者向け住宅の整備等に取り組み、良質な 

医療やリハビリサービスへのアクセス、介護ロボット産業の活性化を実現し、 

高齢者、障害者等が、地域で安心して暮らせるようにする。 

 

○健康寿命延伸産業の育成【再掲】 

 

○医療・介護情報の電子化の促進【再掲】 

 

○医療・介護サービスの高度化 

・質の高い介護サービス等を安定的に供給するため、社会福祉法人の財 

務諸表の公表推進により透明性を高めるとともに、法人規模拡大の推 

進等の経営を高度化するための仕組みの構築や、地域医療介護連携の 

ための医療情報連携ネットワークの普及・展開、介護・医療関連情報 

の「見える化」を実施する。 

 

○生活支援サービス・住まいの提供体制の強化 

・高齢者生活関連産業等を活性化し、地域で暮らせる社会を実現するた 

め、自助・互助の考え方に基づく、高齢者自身やNPO、ボランティア、 

社会福祉法人、民間企業等による多様な生活支援サービスを充実する。 

・中低所得層の高齢者が地域において安心して暮らせるようにするた 

め、空家や学校跡地などの有効活用による新たな住まいの確保を図る。 

 

○安心して歩いて暮らせるまちづくり 

・安心・健康・省エネでバリアフリーにも配慮した歩いて暮らせるまち 

づくり「スマートウェルネス住宅・シティ」を実現し、次世代の住宅・ 



                           

まちづくり産業を創出するため、以下の取組を行う。 

① 民間資金の活用を図るため、ヘルスケアリートの活用に向け、 

高齢者向け住宅等の取得・運用に関するガイドラインの整備、普 

及啓発等（来年度中） 

② 高齢者向け住宅や生活拠点の集約化、ICT を活用した見守り等 

を推進するとともに、公民のストックを活用するため、既存住宅 

の建物評価に係る指針策定（今年度中）、既存住宅・リフォーム 

の性能評価基準等の策定（今年度中）等による住宅価値向上や事 

業者間連携の強化、住み替えの円滑化等の支援 

③ コンパクトシティの実現及び移動機会の増大を図るため、地域 

の関係者間の役割分担と合意の下で公共交通の充実を図る仕組 

みの構築（今年度中に結論）及び高齢化社会に適応した公共交通 

を補完する取組の実施 

 

○都市部での高齢化対策としての地域包括ケアシステムの構築 

・都市部での急速な高齢化の進展に対して、住まい、生活支援、介護な 

どのサービス提供確保方策（民間企業や互助の活用、在宅・施設サー 

ビス整備の課題等）、地方での都市部高齢者の受入れ時の課題と対応 

策等について、有識者と自治体関係者で構成する検討会で検討を進め、 

本年秋を目途に取りまとめる。 

 

○ロボット介護機器開発5 ヵ年計画の実施等 

・急速な普及拡大に向けて、移乗介助、見守り支援等、安価で利便性の 

高いロボット介護機器の開発をコンテスト方式で進めること等を内 

容とする「ロボット介護機器開発５ヵ年計画」を今年度より開始する。 

・また、研究開発に先立ち、開発された機器の実用化を確実にするため、 

安全基準及びそれに基づく認証制度を今後１年以内に整備する。 

・ロボット技術を利用した機器が、障害者の自立や生活支援に活かされ 

るよう、企業が行う開発を更に促進するためのシーズ・ニーズマッチ 

ング等を行う。 
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